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	【意見の概要】
· 当事者は、支援者・関係者に、こどもの回復のペースに合わせてくれること、対等な目線で接してくれること、「自分事」として接してくれること、自分の味方であると信頼できること等を望んでいる。
· 児童相談所におけるトラウマケアの充実に際して、当事者からは、安全・安心な環境や信頼関係を構築すること、こどもに関わる多くの大人にトラウマインフォームドケアの視点の普及すること、トラウマのアセスメントやケアの目的・内容や今後予見されるこ等についてこどもにわかるように説明すること、措置解除後も見据えた長期的な支援を視野に入れること等への希望がみられている。



	虐待を受け、社会的養護の下で過ごした経験を有する当事者に、トラウマからの回復に重要なこと（支援者・関係者との関わりの中で気持ちが楽になったシーン等）、児童相談所におけるトラウマケアの課題（当事者の立場から望むこと）について、意見をうかがった。



トラウマからの回復に重要なこと（支援者・関係者との関わりの中で気持ちが楽になったシーン等）
支援者・関係者との関わりの中で、こどもの気持ちが楽になるシーンがある。そのような役割を果たす支援者・関係者に共通するキーワードとして、当事者たるこどもの回復のペースに合わせる、対等な目線で接する、「自分事」として接する、こどもの味方であると信頼される等が挙げられた。児童相談所には、こどもの回復につながるそのようなキーパーソンをみつけ、連携することも重要と考えられる。

Aさんの場合
· 一時保護中に、こどもシェルターの職員が手紙をくれた。心の整理がついていなかった私に、急かすことなく、「家族でも離れたいときには離れてもよい」と言ってくれた。

Bさんの場合
· 里親家庭で暮らしていたときに、その家に居候していた大人の人がいた。私と似たような立場だったこともあり、対等な目線で、私のことを理解してくれて、私と一緒に悩みたいと言ってくれた。
· 似たような境遇にあり、年の近いお姉さん、お兄さん的な存在の人が話を聴いてくれる環境は重要。今振り返ると、（虐待を受けたのは）自分が至らなかったせいだと思っていた当時の自分に、「あなたのせいではないよ」、「一緒に考えてくれる人がいるよ」と言ってあげたい。
· そのように接してくれる存在がいなかった時期には苦しかった。「自分事」として接してくれる大人がいたら、状況は違ったのではないかと感じる。

Cさんの場合
· こどもシェルターに保護されたときの担当弁護士が大きな存在となった。当時はトラウマについて話すことができなかったが、この方が親身に生活を支えてくれた。その後も、自分の感情を表すことができるようになるのに数年を要したが、長い時間をかけて一緒に過ごしくれた。私のペースを尊重して、待ってくれた、寄り添ってくれたことは大きかった。「この人は私を見捨てない」と思えたので、アルバイト、学校等の活動に携わろうと思えた。一人でもよいので、そのような大人がいることが大事である。

Dさんの場合
· 自分は、どのような出来事が生じたらしんどくなるか、楽になるかを知ったり、しんどくなった場合にどのように対処すれば回復するかを整理したりすることは有効だった。児童心理司等の専門知識を持った人がこどもにこのような方法を伝えてくれることは重要である。

児童相談所におけるトラウマケアの課題（当事者の立場から望むこと）
児童相談所においては、トラウマケアに臨むに際して、まずは安全・安心な環境を確保し、こどもとの信頼関係を築くとともに、関係する大人がトラウマの視点を持つこと等が重要との意見がみられた。また、こどもがトラウマケアの意義や方法について理解できるように丁寧に説明することが求められている。

児童相談所に期待すること（全般）
· 虐待等により、社会的養護を受けることになったこどもが最初に出会う大人が児童相談所の職員であるが、一方で、児童相談所の対応で傷つくことも少なくない。こどもが自分の意見を述べるには相応の時間を要するのに、職員の接し方に忙しさが垣間見えたり、流れ作業のようなものを感じたり、味方なのかわからなくて不安になったりすることがあった。
· 児童相談所にとっては数ある中の1件かもしれないが、こどもにとっては保護されることで人生が変わる。当事者たるこどもの声を聴いてほしいし、声を上げられないこどもの心を理解しようとしてほしい。

まず、安全・安心な環境、信頼関係の構築が必要
· 児童相談所に対して一定の抵抗感を持っているこどももいる。そのため児童相談所の職員と接する際、こどもにとっては、安全・安心な環境が確保されていること、職員との間に信頼関係があること等が重要となる。
· 児童相談所の職員との面談は、自分が何か問題行動を起こしたとき、半年に一度計画や書類を作成するときに行われるとの印象があった。問題行動があった場合には、児童心理司との面談で何か言うと、児童福祉司からの指導につながってしまうと感じることもあったため、自分自身のことを話せる環境との認識はあまりなかった。
· 面接時等に事務的に扱われている印象を受けると、こどもにとっては向き合いたくなくなる。職員が忙しいのは大人の都合でしかない。
· こどもが児童相談所に行くのではなく、児童相談所の職員がこどもの生活の場に来て、生活をみてもらって、こどもが困っていたら助けてくれる環境になってほしい。
· この人（児童相談所の職員）は味方か、中立的な人かを観察していた。こどもの回復を支援する立場の人が、養育者寄りの発言をしたり、制度的な制約について述べたり、指導的な関わりをしたりすると、絶望して頼れなくなってしまう。
· 職員の入れ替わり（異動）が頻繁で、安心して相談できる人間関係を継続することが難しい。担当はあまり頻繁に変わらないことが望ましい。
· 親から性的虐待を受けたこどもにとっては、狭い空間での男性職員との面接はしんどい。こども側が面接者を選べるようになるとよい。

こどもと関わる大人がトラウマインフォームドになることへの期待
· 児童養護施設には児童心理司が配置されていたため、しんどいタイミングで心理司と話ができる機会があった。一方で、里親委託やファミリーホーム入居となると、養育者はトラウマに関する知識を持っていないことが多い。養育者はこどもが発信するSOSに気づかず、こどもにとっては二次受傷になったり、養育者にとっても難しい対応になることがある。
· 養育者のみならず、こどもと関わる大人をサポートする仕組みが必要であり、TIC研修の普及等が重要と思われる。
· 特に、社会的擁護に入ったのちに、支援者等から受けた被害やトラウマについては、周囲の大人に言い出しづらい。周囲の大人がアンテナを高く張って、SOSのサインに気付いてほしい。
· 回復に向けたケアにおいては、継続的に関わってくれる大人が重要である。児童相談所や施設の職員である必要はなく、周囲の大人等が継続的に対等な目線で関わってくれることがありがたい。児童相談所の心理司には話せないことでも、外部の第三者には話せることもある。

アセスメントやケアについては、何のために何を行っているのか、こどもが理解することが不可欠
· 例えば、アセスメントやケアに際しても、こどもには何の目的でどのようなことをするのかがわからないまま進められることがあった。
· 本人が何のためにやるのかが理解していなければ、十分な効果は得られない。こどもにわかる言葉に置き換えて、十分に説明してもらうことが不可欠である。
· 面談を通じて、自分と向き合い、整理できることが実感できたら、面談に積極的に通っていたかもしれない。
· 心理的ケアを受けたいと思ったときには大人に相談することが必要となるが、信頼関係がないと相談できない。こどもが直接アクセスし相談できるようなSNS相談窓口等が有効かもしれない。

今後どのようなことが起きうるのか、何が選択できる／できないのか等の説明が重要
· 自分が保護されたのが高年齢になってからだったため、児童相談所に行った後にはどうなるのか、自分で調べることができたが、年齢によってはまったく情報がないまま保護されることもある。保護された後の選択肢が知らされるとよい。また、希望した児童養護施設への入所がかなわなかったが、その理由についても説明してほしかった。
· 親との関係性をどうするか考えた結果、縁を切ることとしたが、その後しばらくしてから親が把握している情報を得られないというデメリットがあることを知った（例：予防接種情報が得られない等）。デメリットも説明してもらった上で、判断できるとよかった。

措置解除がトラウマケアの終わりではない
· 高年齢となり、社会的擁護を離れていくこどもにおいては、引き続きトラウマケアが必要な場合にも、継続的なケアが期待できない。
· 措置解除に伴い、生活が崩れてしまうこどももみられる。ケアリーバーであっても、適切ケアや治療を受けることができるように、経済的な支援が重要である。自分で医療機関を探して通院するのは非常にハードルが高い。

	【ＩＦＣＡ「ユース・プロジェクト」の概要】
International Foster Care Alliance（IFCA）は、すべてのこどもと若者が愛され、支えられ、自身の可能性を最大限に発揮できる社会の実現を目指すNPO法人である。「ユース（社会的擁護の当事者）」「ケアギバー（こどもの日々のケアに当たる人たち）」「プロフェッショナル（児童福祉の専門職）」の3つのプロジェクトを通して、社会的養護の改革を目指し活動をしている。
上記のうち、「ユース・プロジェクト」では、ユースの声を発信することで“社会を改革すること”、そして“ユース自身が成長すること”を基本的な考えとし、概ね17～27歳までのメンバーが活動を行っている。実際に社会的養護の下で過ごした経験のあるメンバーが、「ユースボイス（当事者の声）」を発信することで、より良い社会的養護の実現に影響を及ぼしていく活動をしている。
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